
 

 

 

■実施状況                                            ＜令和８年３月時点＞ 

交付限度額 1億 6597 万円     

うち令和７年度 交付決定額 1億 6597 万円（100%） 

うち令和８年度 交付決定額 ―円（―%） 

残額 0円（0%） 

 

■主な事業概要 ※規模の大きい事業を最大５つ程度記載（詳細は別途実施計画をご覧ください） 

生活者支援 

◆令和７年度物価高騰対策商品券配布事業  事業費：１億７９２万円  ※食料品特別加算を活用 

 食料費等の購入のための商品券（使用期限：令和８年６月まで）をすべての住民（令和 8年 2月 1日時点で錦町に住民票を有する住民）を対象に１人あ

たり１万円分発行。 

 

◆令和７年度学校給食費補助事業 事業費：５，３０２万円  ※食料品特別加算を活用 

 学校給食費を全額補助（教職員分を除く）することにより、物価高騰の影響を受ける保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進する。 

 

◆令和７年度小学校修学旅行費補助事業 事業費：１６６．３万円 

 修学旅行費の一部を補助（補助上限：15,000円）することにより、物価高騰の影響を受ける保護者の経済的負担を軽減し、児童の健全な育成を支援する。 

 

事業者支援 

◆令和７年度資材価格高騰対策支援事業 事業費：５，０００万円 

 物価高騰の影響を受け、経営が圧迫されている農業者に対して、補助金を交付することにより農業経営の維持を図ることを目的とする。（補助上限：法

人は 100万円、個人は 50万円 補助率：補助対象経費の３％※補助金額が 5万円を超えるものに限る） 

 

◆令和７年度錦町球磨焼酎蔵元支援給付金事業 事業費：１７１．３万円 

 人吉球磨地域の文化の象徴であり、観光にとって重要なコンテンツである球磨焼酎について、米価高騰の影響を受けている蔵元の負担軽減を図るため、

加工米の購入量に応じて給付金を支給する（補助上限：100万円 補助額：1,000円/30㎏）。 

※事業費の全部又は一部に本交付金を充当予定 
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